
 
 

1 月 6 日に発生した住民記録システムの障害への対応について 

 
１ システム障害の概要 

（１）発生日時 

  令和 7 年 1 月 6 日（月）11 時 20 分から 1 月 7 日（火）9 時 45 分まで 

（２）発生事象 

  転入、転出等の住民異動、印鑑登録等の処理ができない状況 

（３）発生場所 

本庁舎戸籍住民課、地域センター、サービスコーナー 

（４）原因 

  住民記録システムにおけるシステム標準化に伴うシステム更改作業で、システム事業者のサー

バの設定誤りにより、住民記録システムと住基ネットが連携できなくなる不具合が発生したため。 

（５）システム障害により取り扱えなかった手続き 

①住所異動の手続き（転入、転居、転出） 

②世帯変更や氏名変更などの住民票の内容を変更する手続き 

③印鑑登録 

④上記①②に伴う、マイナンバーカードの変更手続き 

 

２ 区の対応 

（１）来庁者への対応  

・住所異動の手続き（転入、転居、転出）および世帯変更や氏名変更などの住民票の内容を変 

更する手続きについては、再来庁を依頼。再来庁が困難な場合は、郵送対応。 

・住民票の写しおよび印鑑登録証明書については、マイナンバーカード所持者へコンビニ交付 

（住民票の写し）の利用を勧奨。11 時 45 分からシステムダウン対策システムにて、発行処理を 

再開。 

（２）区民への周知 

 ・フロアロビーにシステム障害の発生状況について掲出し、職員が来庁者へ説明。 

・ホームページ、SNS により状況を周知。 

   

３ 今後の対応策 

（１）ベンダーコントロールの強化、ベンダーの各種チェック体制の強化の働きかけ 

（２）システムダウン対策訓練の継続（令和 6 年度は 9 月に実施） 
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